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４　鳥獣の保護と管理
（１）鳥獣の現況

【自然環境課、中山間農業・畜産課】
　本県で生息が確認されている陸生哺乳類は 36 種、
鳥類は 317 種あり、これらは県民の豊かな暮らしを
支える大切な財産となっています。しかし、近年の
社会環境や自然環境の変化により、一部の鳥獣が絶
滅の危機に瀕する一方、増えすぎた鳥獣は人間生活
や農林水産業等の生産活動、生態系に被害をもたら
しています。このような状況を解決するため、県で
は鳥獣保護区を設定するなどし、減少傾向にある渡
り鳥等の保護を図るとともに、イノシシやニホンジ
カ、ツキノワグマ、ニホンザルをはじめ、ハクビシ
ンやアライグマといった特定の加害獣については、
狩猟や有害鳥獣捕獲、個体数調整の強化による被害
対策を推進しています。

（２）鳥獣保護区等の指定【自然環境課】
　本県では、鳥獣保護区、鳥獣保護区特別保護地区、
特定猟具使用禁止区域（銃）および指定猟法禁止区
域（鉛製銃弾）を指定し、野生鳥獣の適切な保護や
狩猟による危険の防止、鉛汚染防止の普及といった
狩猟の適正化を図っています。これらの指定は、「鳥
獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
（以下、鳥獣保護管理法）」に基づき、県において作
成した「第 13 次福井県鳥獣保護管理事業計画（変更）
（令和７～令和８年度）」に沿って、地元住民や狩猟
団体、農林漁業者、自然再生団体など多くの利害関
係者の理解と協力のもとに進めています。

（３）狩猟、有害鳥獣捕獲の現況
【自然環境課、中山間農業・畜産課】

① 狩猟者の育成と狩猟による捕獲の強化等
　平成 27 年に鳥獣保護管理法の改正に伴い、捕獲
の担い手の確保を目的として、わな猟および網猟免
許の取得可能年齢が 20 歳以上から 18 歳以上に引き
下げられました。これを受けて県では、農林高校等
への狩猟免許取得の呼びかけや、捕獲技術研修会の
開催により狩猟者育成を図ってきました。また、令
和５年度からは、狩猟者団体に加えてアウトドア
ショップと連携した狩猟の魅力体験イベント開催や
SNS での情報発信により狩猟者の確保を強化して
います。令和７年３月には若手を対象とした狩猟体
験フィールドツアーを開催したほか、「山の日」全
国大会の開催に合わせて令和７年５月のプレイベン
トや８月の歓迎フェスティバルの際には、会場に狩
猟体験ブースを出展し、一般の方に向けて狩猟の魅
力や狩猟免許取得をＰＲしました。
　本県では、ニホンジカやイノシシによる農林業等
被害を防止するため、第二種特定鳥獣管理計画によ
り、両獣種の狩猟期間＊ 1を延長し、登録狩猟によ
る捕獲の強化を図っています。ニホンザルは群れご
とに計画的に捕獲する必要があるため、県と関係市
町、専門家によるユニット会議を開催し、情報共有
をしながら捕獲や対策を進めています。
　また、県では狩猟違反や狩猟事故等の防止のため、
関係機関や警察と連携した指導と狩猟期間初日のパ
トロールを実施しています。

＊１ 狩猟期間：11 月 15 日～翌年 2 月 15 日（本県では、ニホンジカとイノシシに限り 11 月 1 日から 3月 31 日までとします。ただし、わ
な猟および止めさしのための銃に限る。）。なお、捕獲できる鳥獣の種類、場所、方法等は法令で細かく規制されています。

表２-３-４　鳥獣保護区等の指定状況
(令和7年11月1日現在)

区　　分 箇所数 面　　積　(ha)

鳥獣保護区
（うち特別保護地区）

47
(14)

32,783
（1,319）

特定猟具使用禁止区域
（銃） 69 　　29,685

指定猟法禁止区域
（鉛製銃弾） 1 　　　　292

計 117 　　62,760
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表２-３-５　狩猟免許＊1交付状況(令和７年３月末現在)
免許区分 所持者 試験合格者

網 猟
わ な 猟
第一種銃猟
第二種銃猟

111
1,412
684
17

7
108
59
3

計（のべ数） 2,224 177

表２-３-６　狩猟者登録＊1証交付状況（令和７年３月末現在）
登録区分 県内者 県外者 計

網 猟
わ な 猟
第一種銃猟
第二種銃猟

18
685
384
25

1
19
146
3

19
704
530
  28

計 1,112 169 1,281

表２- ３- ７　狩猟者登録数の推移（県外在住者も含む）
免許区分（年度） H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
網 猟 6 3 2 5 2 3 9 9 13 22 19
わ な 猟 651 711 720 741 761 752 737 729 721 710 704
第一種銃猟 793 751 742 703 663 609 560 574 552 531 530
第二種銃猟 7 11 14 13 16 19 20 20 18 24 28

計 1,457 1,476 1,478 1,462 1,442 1,383 1,326 1,332 1,304 1,287 1,281

表２- ３- ８　狩猟者による鳥獣捕獲数（令和６年度）
鳥 類 名 捕 獲 数 対前年度増減 獣 類 名 捕 獲 数 対前年度増減

カ モ 類
キ 　 　 ジ
ヤ マ ド リ
そ の 他

876
86
60
131

9
△ 40
10
34

イ ノ シ シ
ニ ホ ン ジ カ
ツキノワグマ
そ の 他

838
1,551
8
64

244
764
4
39

計 1,153 13 計 2,461 1,051

＊１ 狩猟免許と狩猟者登録：狩猟をしようとする人は、住所地の都道府県が行う狩猟免許試験に合格し、免許（全国で有効）を取得（ 3 
年ごとに更新が必要）し、狩猟をしようとする都道府県で狩猟者登録を毎年行う必要があります。

② 鳥獣被害の防止対策
　野生鳥獣による被害の防止のため、電気柵の設置
や誘引物の除去、追い払いなどの被害防除を行うと
ともに、農林業へ深刻な被害を出している鳥獣につ
いては、市町の許可による迅速かつ適切な有害鳥獣
捕獲を行っています。さらに、個体数が増えすぎて
農林業や生態系への被害を出している獣類について
は、第二種特定鳥獣管理計画による狩猟期間の延長
措置や個体数調整の実施、外来獣については防除実
施計画により野外からの完全排除を目指し、積極的
な捕獲を行っています。

　平成 22 年度から、各農林総合事務所や嶺南振興
局に鳥獣害対策推進チームを設け、被害地区の組織
体制の強化、人づくり、専門家の育成、情報収集分
析力の向上、電気柵や捕獲檻の整備拡充等の総合的
な対策を実施しています。また、令和２年度から、
県が事業主体となって捕獲を行う「指定管理鳥獣捕
獲等事業」を実施しており、豚熱の感染拡大防止と
国の重要文化的景観に選定された越前水仙の被害低
減を図るため、奥山等に生息するイノシシとニホン
ジカの集中捕獲を行っています。さらに、令和４年
度からは県が事業主体となり、行政域を跨いでニホ
ンジカを捕獲する「広域捕獲事業」を行っています。

70 71



◆第２部　分野別施策の実施状況

分
野
別
施
策
の

実
施
状
況

自
然
と
共
生
す
る

社
会
づ
く
り
の
推
進

表２- ３- ９　有害鳥獣捕獲による捕獲頭数と農林業被害面積の推移

※ 指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲および個体数調整許可による捕獲のほか、アライグマおよびヌートリアは外来生物法に基づく捕
獲も含む。
※捕獲頭数および林業被害面積は年度の集計、農業被害は暦年（1月～ 12 月）の集計
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H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33 56 33 36 19 8 9 20 11 10 40 42 27 16 12

0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 24 27 144 372 701 439 681 828 939 808 801 856 778 710 952 599 678 803 971

0 0 0 0 0 5 0 3 6 5 26 56 159 223 368 226 335 314 246 311 376 232 260 337 400 359 384 443 558

38 27 26 21 35 39 30 12 243 9 247 4 7 5 154 3 5 6 164 26 43 100 146 250 229 106 73 133 180

220 211 286 227 224 222 371 270 265 229 602 411 523 474 611 302 585 410 536 741 836 666 677 873 898 749 822 894 960

57 117 334 421 621 1,102 1,133 1,699 3,177 1,806 2,684 1,754 2,729 2,798 4,630 2,075 4,718 5,800 6,597 7,194 6,790 6,052 4,869 8,259 4,052 2,076 3,056 4,195 5,499

0 22 14 55 176 373 732 639 1,115 1,386 1,697 2,194 2,674 3,976 7,209 5,279 5,915 6,525 9,215 7,591 7,554 9,032 7,817 8,346 9,597 10,16110,088 9,943 13,792

518.2 538.7 596.6 671 471.2 345.04422.96 382 353 301 281 341 334 393 425 272 272 271 289 241 199 148 146 139 123 102 119 159 184

115.2 353.9 320.9 332.9 498.1 515.9 576.4 487.9 478.5 325.9 91.9 49.8 56.1 84.2 79.2 96.0 110.2 110.8 93.6 75.3 79.8 74.6 77.9 56.9 66.1 101.8 111.3 135.6 236.5

（４）特定鳥獣の保護管理
【自然環境課、中山間農業・畜産課】

　県では、ニホンジカやイノシシ等による自然生態
系への影響や農林業被害、ツキノワグマによる人身
被害が深刻化する現状を踏まえ、個体数管理等によ
る各種被害の防止を目的とした「第二種特定鳥獣管
理計画（ニホンジカ・イノシシ・ニホンザル・ツキ
ノワグマ）」を作成しています。

① ニホンジカ
　令和６年のニホンジカによる農作物被害額は
82,598 千円で、野生鳥獣による農作物被害のうち
43.2％を占め、イノシシに次いで大きな被害を引き
起こしています。ニホンジカの計画的な個体数管理
を行うため、平成 16 年９月に「特定鳥獣保護管理
計画（ニホンジカ）」（現在、第二種特定鳥獣管理計
画（ニホンジカ）に改題）を策定しました。令和４
年３月に第５期計画を策定し、令和７年度は年間捕
獲目標数を嶺北地域では 9,600 頭以上、嶺南地域で
は 6,000 頭以上に設定し、シカの捕獲技術普及のた
めの講習会の実施等による有害捕獲体制の強化や狩
猟規制の緩和等による被害対策を進めています。

② イノシシ
　令和６年のイノシシによる農作物被害額は 86,709
千円で、野生鳥獣による農作物被害全体の 45.4％を
占めており、農業振興の障害となっています。県で
は、イノシシ被害の低減を目的に平成 22 年 10 月に
「特定鳥獣保護管理計画（イノシシ）」（現在、第二
種特定鳥獣管理計画（イノシシ）に改題）を策定し
ました。令和４年３月に第３期計画を策定し、被害
対策を進めています。

③ ニホンザル
　ニホンザルは、古くから嶺南地方を中心に生息が
知られていますが、近年、奥越地域や丹南地域でも
出没が増加し、農業被害や生活被害を与えています。
県では、ニホンザル被害の低減を目的に平成 27 年
10 月に「第二種特定鳥獣管理計画（ニホンザル）」
を策定しました。令和４年３月に第２期計画を策定
し、被害対策を進めています。
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④ ツキノワグマ
　県では、令和４年３月に「第３期第一種特定鳥獣
保護計画（Ｒ４～Ｒ８）」を策定し、ツキノワグマ
による人身被害を防止しつつ科学的知見に基づく計
画的な保護管理を行ってきました。
　国は、令和６年４月に、ツキノワグマの生息範囲
が人の生活圏に近づいており、全国で人身被害が多
発していることから、ツキノワグマを指定管理鳥獣
に指定し、集中的かつ広域的管理を図ることとしま
した。本県においても、現行の保護計画を廃止し、
「第二種特定鳥獣管理計画（Ｒ７～Ｒ８）」を策定し
ました。同計画において、ツキノワグマのコア生息
地から人の生活圏にかけてのゾーン区分を行い、年
間捕獲目標数（嶺北 160 頭、嶺南 50 頭）を定めた
計画的な捕獲や集落への侵入を防ぐ防除対策などを
進めることにより、恒常的な人とクマとの軋轢軽減
を図っていきます（P.9　特集３参照）。

（５）獣肉の利活用【中山間農業・畜産課】
　県では、鳥獣害対策の一つとして、捕獲したイノ
シシやニホンジカの獣肉の有効活用を進めていま
す。捕獲した有害獣の肉を有効に活用することは、
処分費用の軽減や、捕獲に当たる方々のやる気の向
上などを通じて、捕獲数の増加につながることから
非常に重要なことです。
　ジビエ＊ 1の魅力を広く伝えるため、平成 26 年度
から、小学校等で学校給食にジビエ料理を提供する
際の補助を行っている他、高等学校、大学の調理科
などを対象としたジビエ調理実習を行うなど、ジビ
エの普及を推進しています。

＊１ ジビエ：ジビエ（gibier）とは、フランス語で野生動物や鳥の狩猟肉のことです。丁寧に加工・調理された新鮮なイノシシやシカの肉は、
他にはない味わいや香りを楽しめるだけでなく、高たんぱく・低脂肪で、今注目されている食材の一つです。

　ツキノワグマについては、令和６年度に環境省が
実施した誘引式カメラトラップ調査の結果や山林内
での目撃効率等の情報を用いて統計的手法による個
体数推定を行いました。この結果、中央値で嶺北地
域には 904 頭、嶺南地域には 313 頭のツキノワグマ
が生息すると推定されました。令和７年度からは、
隣接府県と共同でカメラトラップ調査を開始し、県
域を越えた個体群単位での生息状況の把握に努めて
います。

カモ科鳥類生息調査の様子

鹿肉を使ったハンバーグ（ジビエ調理実習）

（６）野生鳥獣との共存に向けた情報収集
【自然環境課、中山間農業・畜産課】

　県では、鳥獣の保護や鳥獣による被害対策のため、
生息状況や環境調査を実施しています。

　日本野鳥の会福井県支部の協力を得て、国内外か
ら季節的に飛来してくる鳥類の生息状況や繁殖状況
のモニタリング調査として、渡り鳥保全調査（昭和
52 年～）を実施しており、令和６年度は、県内の
１か所で５月および 10 月の期間に飛来状況や繁殖
状況調査を実施しました。また、カモ科鳥類生息調
査（昭和 44 年～）では、毎年１月初旬に県内の主
な飛来地となる 17 の河川、湖沼等においてガン・
カモ・ハクチョウ類の飛来種と数のカウント調査を
実施しています。令和６年度の調査では 17 調査地
で 19 種、計 22,330 羽のガン・カモ・ハクチョウ類
が確認されました。こういった調査を通じて本県の
豊かな野生鳥獣の生息環境が良好に維持されている
かを確認しています。

カメラトラップ調査で撮影されたツキノワグマ
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　平成 27 年 10 月からは、県内の住民等から市町
等へ寄せられたツキノワグマの出没情報の収集お
よび地域住民、農林業者、観光客等への迅速な配
信と情報共有をするため、インターネットを使っ
た情報収集配信システム（福井クマ情報　https://
tsukinowaguma.pref.fukui.lg.jp/KUMA/Top.aspx）
を再整備し、メールマガジン登録者へ携帯メールに
て出没情報を提供してきました。さらに令和 7 年
10 月からは、同システムを普及率の高い「Yahoo!
防災速報」アプリと連携させ、地域住民だけでなく
観光客等を含めたより多くの人にプッシュ型で出没
情報を提供することが可能となりました。

　ニホンジカについては、平成 15 年度から狩猟者
の目撃・捕獲情報の収集やシカの糞塊密度調査を実
施し、生息個体数の推定を行うとともに、個体数指
標の増減傾向を見ながら、適切な個体数密度へ誘導

する施策を行っています。
　また、鳥獣による家庭菜園や生活環境への被害状
況を調べるため、令和４年度から市町を通じて集落
代表者への鳥獣害集落アンケートを行い、結果を取
りまとめ関係機関との情報共有を行っています。
　さらに、近年、全国的に内水面漁業に深刻な被害
を与えているカワウについて、平成 19 年度から県
内のねぐらや営巣地で個体数調査を実施し（令和６
年度：９か所）、増減傾向の把握を行っています。
　人間の自然へのはたらきかけ方や気候変動など環
境の変化に応じて、野生鳥獣の生息数や分布などは
常に変化します。こうしたことから、野生鳥獣との
共存を図るためには、状況の変化を常にモニタリン
グし、状況に応じた対策を行っていく必要がありま
す。
　県では今後とも、野生鳥獣の情報収集を行い、順
応的な対応により人と野生鳥獣との共存を図ってい
きます。

（７）傷病鳥獣の保護【自然環境課】
　県では昭和 55 年に（公社）福井県獣医師会と連
携し、傷病を負った野生鳥獣の救護事業を開始しま
した。現在、県自然保護センターを中心とし、（公社）
福井県獣医師会、市町、動物園、自然保護団体、県
民ボランティア等と連携し、野外で人為的な原因で
負傷等した希少な野生鳥獣を救護し、野生へ復帰さ
せる活動を行っています。
　令和６年度の傷病鳥獣の救護および治療件数は全
体で 36 件、40 個体でした。その内訳は、鳥類 31 件、
35 羽、哺乳類５件、５頭となっています。この中
には、県域準絶滅危惧Ⅱ種のハヤブサが含まれてい
ます。
　傷病鳥獣の救護の通報の多くは、県民から寄せら
れます。県では、巣立ちビナを迷子やケガをしてい
ると間違えて保護するケースの防止や、野生鳥獣に
は寄生虫など人にも感染する病気もあることから、
素手で野生動物を触らない、触った場合はうがい手
洗いを行うことなど、「野生鳥獣との接し方」につ
いても普及しています。

ツキノワグマの餌となるブナ科堅果類調査
（県内43か所、県自然保護センター実施）

　また、ツキノワグマの秋の大量出没発生を予測す
るため平成 17 年度から毎年、８月中旬～９月上旬
に秋のツキノワグマの食物となるブナ科堅果（ドン
グリ類）の豊凶調査を実施しています。この調査の
結果、令和７年度の秋はツキノワグマの主要な食物
であるブナおよびミズナラ堅果の結実状況は、いず
れも不作であり、過去の大量出没年と同程度に不良
であったため、餌資源量の観点からは、大量出没が
発生する可能性が高いと予測されました。この内容
を９月に開催した「ツキノワグマ出没対策連絡会」
で公表し、新聞広告やホームページ等により県民に
広く情報提供し注意喚起を呼びかけしました。
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